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留萌労働基準監督署

その他の労働災害防止対策の推進

１ 陸上貨物運送業対策
労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

 「荷役作業における安全ガイドライン」に基づき、安全衛生管理
体制の確立、墜落・転落災害や転倒災害等の防止措置、保護帽等の
着用、安全衛生教育の実施等、荷主も含めた荷役作業における安全
対策に取り組む。

 「職場における腰痛予防対策指針」を参考に、作業態様に応じた
腰痛予防対策に取り組む。

２ 製造業対策
労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

 「はさまれ・巻き込まれ」等による労働災害の危険性の高い機械
等については、使用者（ユーザー）がリスクアセスメントを実施し、
労働災害の防止に取り組む。

３ 林業対策
労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

 「伐木等作業の安全ガイドライン」、「林業の作業現場における
緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」等について労働者へ
の周知や理解の促進を図るとともに、 これらに基づき、安全な伐倒
方法やかかり木処理の方法、保護具の着用、緊急時における連絡体
制等の整備や周知、通信機器の配備、教育訓練等の安全対策を確実
に実施する。

４ 農業・畜産業対策
労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

 労働災害防止のための安全衛生情報の収集に努め、法で規制され
る事項を遵守するとともに、労働災害防止に努めること。

ＨＰはこちら↑



５ 個人事業者等に対する安全衛生対策
労働者の協力を得て、事業者が取り組むこと

 「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会」
における議論等を踏まえ、請負人や同じ場所で作業を行う労働者以
外の者に対しても、労働者と同等の保護措置を講じる。

この情報の詳細については、留萌労働基準監督署 監督・安衛課
(℡：0164-42-0463)までお問い合わせください。

2023陸運業ゼロ災チャレンジ北海道

陸運事業者の自主的安全衛生意識の高揚を図り、無災害
を継続することを目的として実施します。

チャレンジ期間：令和５年８月１日～令和６年１月３１日
※期間中であれば、再チャレンジ可能です。

事業場の参加資格、参加方法等の詳細は、
北海道労働局のホームページに掲載されます。

右の２次元コードから確認してください。

参加費無料！

交通労働災害防止のためのガイドライン
交通労働災害は、

令和４年に北海道内
で発生した労働者に
よる死亡災害の約２
割を占めており、その
９割以上が運輸交通
業以外で発生してい
ます。

このため、トラックや
バス・タクシーの運転
業務に従事するドラ
イバーだけでなく、自
動車などの運転業務
に労働者を従事させ
るすべての事業者が
安全への取組を行う
必要があります。

↑厚生労働省リーフレット「交通労働災害を防止するために」から引用


